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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている薬液シリンジと、交換自在に装填され
る前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させて前記薬液
を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システムであって
、
　前記薬液シリンジは、所定の平面形状のチップアンテナに回路チップが結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤ(Radio
Frequency Identification)チップが前記シリンダ部材の外周面に装着されており、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部
と右部とを個々に保持するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピス
トン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の平面形状のリーダアンテナが
通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩ
Ｄリーダと、所定の平面形状の共振アンテナと、前記記録データが無線受信されていると
きのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持
されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップが
装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持
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した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の左方と右方との一
方の位置に前記リーダアンテナが配置されているとともに他方の位置に前記共振アンテナ
が配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項２】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている薬液シリンジと、交換自在に装填され
る前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させて前記薬液
を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システムであって
、
　前記薬液シリンジは、所定の平面形状のチップアンテナが回路チップに結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤチップが前記シリンダ部材の外周面に装着されており
、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部
と右部とを個々に保持するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピス
トン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の平面形状のリーダアンテナが
通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩ
Ｄリーダと、所定の平面形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテナより長大な所
定の平面形状の妨害導体と、前記記録データが無線受信されているときのみ前記ピストン
駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持
されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップが
装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で
前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン
部材の下方の位置に前記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記
特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前
記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置されており
、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保
持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の位置に
前記妨害導体が配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項３】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている各種サイズの薬液シリンジと、最大以
外のサイズの前記薬液シリンジごとに用意されている少なくとも一種類のシリンダアダプ
タと、直接に装填される最大サイズと前記シリンダアダプタを介して装填される最大以外
のサイズとの前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させ
て前記薬液を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システ
ムであって、
　前記薬液シリンジは、所定の平面形状のチップアンテナが回路チップに結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤチップが前記シリンダ部材の外周面に装着されており
、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される最大サイズの前記薬液シリンジのシリンダフ
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ランジの左部と右部とを一対の金属製のフランジ保持部材で個々に保持するとともに上方
から挿入される前記シリンダアダプタを保持するシリンダ保持機構と、保持された前記薬
液シリンジのシリンダ部材に前記ピストン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と
、所定の平面形状のリーダアンテナが通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから
前記記録データを無線受信するＲＦＩＤリーダと、所定の平面形状の一対の共振アンテナ
と、前記リーダアンテナより短小な所定の平面形状の補助アンテナと、前記記録データが
無線受信されているときのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を
有しており、
　最大サイズの前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保
持機構に保持されると前記シリンダ部材の上方か下方に略中心が位置する状態で前記ＲＦ
ＩＤチップが装着されており、
　最大以外のサイズの前記薬液シリンジは、前記特定方向で前記シリンダ保持機構に前記
シリンダアダプタにより保持されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する
状態で前記ＲＦＩＤチップが装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シ
リンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の下方
の位置に前記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向か
ら直角に回転した方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態で前記チップアン
テナと略平行な面方向で前記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振アンテ
ナが個々に配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬
液シリンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ＲＦＩＤチップ
の直下の位置に前記補助アンテナが配置されており、
　前記シリンダアダプタは、前記無線通信を妨害しない素材で形成されており、上方から
挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの少なくとも左部と右部とを保持し、前
記シリンダ保持機構に保持された状態で前記補助アンテナと重複する位置に前記リーダア
ンテナより長大な妨害導体が配置されており、
　前記シリンダ保持機構に保持された前記シリンダアダプタに最大以外のサイズの前記薬
液シリンジが保持された状態では前記チップアンテナが前記フランジ保持部材より後方に
位置し、
　前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機
構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状
態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ
保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定
方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、
前記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリン
ジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項４】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている薬液シリンジと、交換自在に装填され
る前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させて前記薬液
を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システムであって
、
　前記薬液シリンジは、所定の細長形状のチップアンテナが回路チップに結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤチップが前記シリンダ部材の外周面に巻回されて装着
されており、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部
と右部とを個々に保持するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピス
トン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の細長形状のリーダアンテナが
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通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩ
Ｄリーダと、所定の細長形状の共振アンテナと、前記記録データが無線受信されていると
きのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持
されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップが
装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持
した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の左方と右方との
一方の位置に前記リーダアンテナが配置されているとともに他方の位置に前記共振アンテ
ナが配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項５】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている薬液シリンジと、交換自在に装填され
る前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させて前記薬液
を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システムであって
、
　前記薬液シリンジは、所定の細長形状のチップアンテナが回路チップに結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤチップが前記シリンダ部材の外周面に巻回されて装着
されており、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部
と右部とを個々に保持するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピス
トン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の細長形状のリーダアンテナが
通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩ
Ｄリーダと、所定の細長形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテナより長大な妨
害導体と、前記記録データが無線受信されているときのみ前記ピストン駆動機構の動作を
許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持
されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップが
装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で
前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピスト
ン部材の下方の位置に前記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前
記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向
で前記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置されて
おり、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材
を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の
位置に前記妨害導体が配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項６】
　円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリンダ部材に後方
からピストン部材がスライド自在に挿入されている各種サイズの薬液シリンジと、最大以
外のサイズの前記薬液シリンジごとに用意されている少なくとも一種類のシリンダアダプ
タと、直接に装填される最大サイズと前記シリンダアダプタを介して装填される最大以外
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のサイズとの前記薬液シリンジの前記シリンダ部材と前記ピストン部材とを相対移動させ
て前記薬液を被験者に注入する薬液注入装置と、を少なくとも有している薬液注入システ
ムであって、
　前記薬液シリンジは、所定の細長形状のチップアンテナが回路チップに結線されていて
記録データを無線送信するＲＦＩＤチップが前記シリンダ部材の外周面に巻回されて装着
されており、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される最大サイズの前記薬液シリンジのシリンダフ
ランジの左部と右部とを一対の金属製のフランジ保持部材で個々に保持するとともに上方
から挿入される前記シリンダアダプタを保持するシリンダ保持機構と、保持された前記薬
液シリンジのシリンダ部材に前記ピストン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と
、所定の細長形状のリーダアンテナが通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから
前記記録データを無線受信するＲＦＩＤリーダと、所定の細長形状の一対の共振アンテナ
と、前記リーダアンテナより短小な所定の細長形状の補助アンテナと、前記記録データが
無線受信されているときのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を
有しており、
　最大サイズの前記薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保
持機構に保持されると前記シリンダ部材の上方か下方に略中心が位置する状態で前記ＲＦ
ＩＤチップが装着されており、
　最大以外のサイズの前記薬液シリンジは、前記特定方向で前記シリンダ保持機構に前記
シリンダアダプタにより保持されると前記シリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する
状態で前記ＲＦＩＤチップが装着されており、
　前記薬液注入装置は、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シ
リンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の下
方の位置に前記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向
から直角に回転した方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態で前記チップア
ンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振ア
ンテナが個々に配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前
記薬液シリンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ＲＦＩＤ
チップの直下の位置に前記補助アンテナが配置されており、
　前記シリンダアダプタは、前記無線通信を妨害しない素材で形成されており、上方から
挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの少なくとも左部と右部とを保持し、前
記シリンダ保持機構に保持された状態で前記補助アンテナと重複する位置に前記リーダア
ンテナより長大な妨害導体が配置されており、
　前記シリンダ保持機構に保持された前記シリンダアダプタに最大以外のサイズの前記薬
液シリンジが保持された状態では前記チップアンテナが前記フランジ保持部材より後方に
位置し、
前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態で
は前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構
が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ保
持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定方
向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前
記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジ
を前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記Ｒ
ＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入システム。
【請求項７】
　前記共振アンテナは、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大以外のサイズの前記
薬液シリンジを保持した状態で前記チップアンテナと長手方向が略平行な所定の細長形状
の本体部分と、下端より上端が後方に位置するように傾斜している所定の細長形状の傾斜
部分と、を有している請求項５または６に記載の薬液注入システム。



(6) JP 4982185 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

【請求項８】
　一対の前記共振アンテナは、前記無線通信の略半波長の距離だけ離反している請求項２
，３，５，６，７の何れか一項に記載の薬液注入システム。
【請求項９】
　一対の前記共振アンテナは、前記無線通信の波長の略整数倍の距離だけ離反している請
求項２，３，５，６，７の何れか一項に記載の薬液注入システム。
【請求項１０】
　前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとは“２．４５(GHz)”の周波数で無線通信
し、
　一対の前記共振アンテナは約“６０(mm)”の距離だけ離反している請求項８に記載の薬
液注入システム。
【請求項１１】
　前記リーダアンテナと前記共振アンテナとは、前記無線通信の略半波長の距離だけ離反
している請求項１または４に記載の薬液注入システム。
【請求項１２】
　前記リーダアンテナと前記共振アンテナとは、前記無線通信の波長の略整数倍の距離だ
け離反している請求項１または４に記載の薬液注入システム。
【請求項１３】
　前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとは“２．４５(GHz)”の周波数で無線通信
し、
　前記リーダアンテナと前記共振アンテナとは約“６０(mm)”の距離だけ離反している請
求項１１に記載の薬液注入システム。
【請求項１４】
　前記薬液シリンジは、前記シリンダ部材の後端部分に前記ピストン部材の前端部分が配
置されており、このピストン部材の前端部分と重複する位置で前記ＲＦＩＤチップが前記
シリンダ部材の後端部分の外周面に装着されている請求項１ないし１３の何れか一項に記
載の薬液注入システム。
【請求項１５】
　前記ＲＦＩＤチップは、前記記録データとして各種データが記録されており、
　前記薬液注入装置は、前記ＲＦＩＤチップから無線受信された前記各種データの少なく
とも一部を表示出力するデータ表示手段を有している請求項１ないし１４の何れか一項に
記載の薬液注入システム。
【請求項１６】
　前記動作制御手段は、注入動作の完了を検出してから前記ＲＦＩＤリーダによる前記Ｒ
ＦＩＤチップの検出が終了すると前記ピストン駆動機構を初期位置に復帰させる請求項１
ないし１５の何れか一項に記載の薬液注入システム。
【請求項１７】
　前記動作制御手段が、前記ＲＦＩＤチップから無線受信された前記各種データを保持す
るデータ保持手段と、保持された前記各種データの少なくとも一部に対応して前記ピスト
ン駆動機構を動作制御する注入制御手段と、を有している請求項１ないし１６の何れか一
項に記載の薬液注入システム。
【請求項１８】
　透視撮像装置で透視画像が撮像される被験者に注入される造影剤が前記薬液として充填
された状態で出荷されるプレフィルドタイプの前記薬液シリンジを有しており、この薬液
シリンジの前記ＲＦＩＤチップに前記造影剤の注入速度を時間経過により変化させる可変
パターンがデータ設定されており、
　前記動作制御手段が、前記可変パターンに対応して前記ピストン駆動機構の動作速度を
経時的に変化させる請求項１７に記載の薬液注入システム。
【請求項１９】
　前記動作制御手段が、所定の確認条件をデータ記憶している確認記憶手段と、データ記
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憶されている前記確認条件と前記ＲＦＩＤチップから無線受信された前記各種データとを
照合するデータ照合手段と、照合結果に対応して確認警告を報知出力する警告出力手段と
、を有している請求項１ないし１８の何れか一項に記載の薬液注入システム。
【請求項２０】
　少なくとも前記薬液シリンジの個体ごとの製造番号が前記ＲＦＩＤチップに設定されて
おり、
　前記動作制御手段が、装填されて注入動作が実行された前記薬液シリンジの前記製造番
号をデータ記憶するデータ蓄積手段と、データ記憶されている前記製造番号と新規の前記
製造番号とを照合するデータ照合手段と、照合された前記製造番号が一致すると確認警告
を報知出力する警告出力手段と、を有している請求項１ないし１９の何れか一項に記載の
薬液注入システム。
【請求項２１】
　前記薬液シリンジに少なくとも使用済がデータ記録される前記ＲＦＩＤチップが装着さ
れており、
　前記動作制御手段が、装填されて注入動作が実行された前記薬液シリンジのＲＦＩＤチ
ップに使用済をデータ記録するデータ記録手段と、前記薬液シリンジのＲＦＩＤチップか
ら使用済が無線受信されると確認警告を報知出力する警告出力手段と、を有している請求
項１ないし２０の何れか一項に記載の薬液注入システム。
【請求項２２】
　請求項１に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを個々に保持
するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピストン部材を少なくとも
圧入するピストン駆動機構と、所定の平面形状のリーダアンテナが通信回路に結線されて
いて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩＤリーダと、所定の平
面形状の共振アンテナと、前記記録データが無線受信されているときのみ前記ピストン駆
動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップ
アンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の左方と右方との一方の位置に前記リーダ
アンテナが配置されているとともに他方の位置に前記共振アンテナが配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
【請求項２３】
　請求項２に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　前記薬液注入装置は、上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部
と右部とを個々に保持するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピス
トン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の平面形状のリーダアンテナが
通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩ
Ｄリーダと、所定の平面形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテナより長大な所
定の平面形状の妨害導体と、前記記録データが無線受信されているときのみ前記ピストン
駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保
持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の下方の位置に前
記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリン
ダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の左方
と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置されており、前記シリンダ保持機
構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記チッ
プアンテナと略平行な面方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の位置に前記妨害導体が配置さ
れ、



(8) JP 4982185 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
【請求項２４】
　請求項３に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　上方から挿入される最大サイズの前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部と
を一対の金属製のフランジ保持部材で個々に保持するとともに上方から挿入される前記シ
リンダアダプタを保持するシリンダ保持機構と、保持された前記薬液シリンジのシリンダ
部材に前記ピストン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の平面形状のリ
ーダアンテナが通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線
受信するＲＦＩＤリーダと、所定の平面形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテ
ナより短小な所定の平面形状の補助アンテナと、前記記録データが無線受信されていると
きのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態
で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ピストン部材の下方の位置に前記リーダア
ンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向
で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な面方向
で前記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置されて
おり、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した
状態で前記チップアンテナと略平行な面方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の位置に前記補
助アンテナが配置されており、
　前記シリンダ保持機構に保持された前記シリンダアダプタに最大以外のサイズの前記薬
液シリンジが保持された状態では前記チップアンテナが前記フランジ保持部材より後方に
位置し、
　前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機
構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状
態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ
保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定
方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、
前記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリン
ジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
【請求項２５】
　請求項４に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを個々に保持
するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピストン部材を少なくとも
圧入するピストン駆動機構と、所定の細長形状のリーダアンテナが通信回路に結線されて
いて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩＤリーダと、所定の細
長形状の共振アンテナと、前記記録データが無線受信されているときのみ前記ピストン駆
動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記チップ
アンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の左方と右方との一方の位置に前記リー
ダアンテナが配置されているとともに他方の位置に前記共振アンテナが配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
【請求項２６】



(9) JP 4982185 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

　請求項５に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを個々に保持
するシリンダ保持機構と、保持された前記シリンダ部材に前記ピストン部材を少なくとも
圧入するピストン駆動機構と、所定の細長形状のリーダアンテナが通信回路に結線されて
いて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線受信するＲＦＩＤリーダと、所定の細
長形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテナより長大な妨害導体と、前記記録デ
ータが無線受信されているときのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段
と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保
持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の下方の位置に
前記リーダアンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリ
ンダ部材を保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の
左方と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置されており、前記シリンダ保
持機構が前記特定方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態で前記
チップアンテナと略平行な長手方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の位置に前記妨害導体が
配置され、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦ
ＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定
方向から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップ
と前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
【請求項２７】
　請求項６に記載の薬液注入システムの薬液注入装置であって、
　上方から挿入される最大サイズの前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部と
を一対の金属製のフランジ保持部材で個々に保持するとともに上方から挿入される前記シ
リンダアダプタを保持するシリンダ保持機構と、保持された前記薬液シリンジのシリンダ
部材に前記ピストン部材を少なくとも圧入するピストン駆動機構と、所定の細長形状のリ
ーダアンテナが通信回路に結線されていて前記ＲＦＩＤチップから前記記録データを無線
受信するＲＦＩＤリーダと、所定の細長形状の一対の共振アンテナと、前記リーダアンテ
ナより短小な所定の細長形状の補助アンテナと、前記記録データが無線受信されていると
きのみ前記ピストン駆動機構の動作を許可する動作制御手段と、を有しており、
　前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態
で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ピストン部材の下方の位置に前記リーダ
アンテナが配置されており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向から直角に回転した方
向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持した状態で前記チップアンテナと略平行な長手
方向で前記ピストン部材の左方と右方との位置に一対の前記共振アンテナが個々に配置さ
れており、前記シリンダ保持機構が前記特定方向で最大サイズの前記薬液シリンジを保持
した状態で前記チップアンテナと略平行な長手方向で前記ＲＦＩＤチップの直下の位置に
前記補助アンテナが配置されており、
　前記シリンダ保持機構に保持された前記シリンダアダプタに最大以外のサイズの前記薬
液シリンジが保持された状態では前記チップアンテナが前記フランジ保持部材より後方に
位置し、
　前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機
構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状
態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ
保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定
方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、
前記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリン
ジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液注入装置。
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【請求項２８】
　請求項１，２，４，５の何れか一項に記載の薬液注入システムの薬液シリンジであって
、
　軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持されると前記シリンダ
部材の外周面の左方か右方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップが装着され、前
記シリンダ保持機構が前記特定方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤ
チップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機構が前記特定方向
から直角に回転した方向で前記シリンダ部材を保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前
記ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液シリンジ。
【請求項２９】
　請求項３または６に記載の薬液注入システムの各種サイズの薬液シリンジであって、
　最大サイズでは軸心を中心とした回転の特定方向で前記シリンダ保持機構に保持される
と前記シリンダ部材の外周面の上方か下方に略中心が位置する状態で前記ＲＦＩＤチップ
が装着されており、
　最大以外のサイズでは前記特定方向で前記シリンダ保持機構に前記シリンダアダプタに
より保持されると前記シリンダ部材の外周面の左方か右方に略中心が位置する状態で前記
ＲＦＩＤチップが装着されており、
　前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機
構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状
態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ
保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定
方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、
前記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリン
ジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている薬液シリンジ。
【請求項３０】
　請求項３または６に記載の薬液注入システムのシリンダアダプタであって、
　前記無線通信を妨害しない素材で形成されており、
　上方から挿入される前記薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを個々に保持
し、
　前記シリンダ保持機構に保持された状態で前記補助アンテナと重複する位置に前記リー
ダアンテナより長大な妨害導体が配置されており、
　前記シリンダ保持機構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向で保持した状態
では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、前記シリンダ保持機
構が最大サイズの前記薬液シリンジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状
態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、前記シリンダ
保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリンジを前記特定
方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記ＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、
前記シリンダ保持機構が前記シリンダアダプタを介して最大サイズ以外の前記薬液シリン
ジを前記特定方向から直角に回転した方向で保持した状態では前記ＲＦＩＤチップと前記
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されているシリンダアダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬液シリンジの薬液を薬液注入装置で被験者に注入する薬液注入システムに
関し、特に、ＣＴ(Computed　Tomography)スキャナなどの透視撮像装置で透視画像が撮像
される被験者に造影剤を注入する薬液注入システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、被験者の透視画像を撮像する透視撮像装置としては、ＣＴスキャナ、ＭＲＩ(Mag
netic　Resonance Imaging)装置、ＰＥＴ(Positron Emission　Tomography)装置、超音波
診断装置、ＣＴアンギオ装置、ＭＲＡ(MR
Angio)装置、等がある。上述のような透視撮像装置を使用するとき、被験者に造影剤や生
理食塩水などの薬液を注入することがあり、この注入を自動的に実行する薬液注入装置も
実用化されている。
【０００３】
　このような薬液注入装置は、例えば、駆動モータやスライダ機構からなるピストン駆動
機構を有しており、薬液シリンジが着脱自在に装着される。その薬液シリンジは、一般的
にシリンダ部材とピストン部材からなり、シリンダ部材にピストン部材がスライド自在に
挿入されている。
【０００４】
　より詳細には、シリンダ部材は円筒形状で後端は開口されており、閉塞された前端中央
に導管部が形成されている。その後端外周には円環状のシリンダフランジが形成されてお
り、その後端開口から内部にピストン部材がスライド自在に挿入されている。ピストン部
材は円柱形状に形成されており、その後端外周には円環状のピストンフランジが形成され
ている。
【０００５】
　このような薬液シリンジには、プレフィルドタイプとリフィルタイプがあり、プレフィ
ルドタイプでは、シリンダ部材に薬液が充填されて全体が梱包材で密封された状態で出荷
され、リフィルタイプでは、利用者により所望の薬液がシリンダ部材に充填される。なお
、以下では説明を簡単とするため、薬液シリンジがプレフィルドタイプであることを前提
として説明する。
【０００６】
　上述のような薬液シリンジの薬液を被験者に注入する場合、作業者は適切な薬液の薬液
シリンジを用意し、梱包材から薬液シリンジを取り出す。その薬液シリンジを延長チュー
ブで被験者に連結して薬液注入装置に装填すると、シリンダ保持機構によりシリンダフラ
ンジが保持される。このような状態で、薬液注入装置は、所定操作に対応してピストン駆
動機構でピストン部材をシリンダ部材に圧入させるので、これで薬液シリンジから被験者
に薬液が注入されることになる。
【０００７】
　その場合、作業者が薬液の種類などを考慮して注入速度や注入総量などを決定し、それ
を薬液注入装置にデータ入力すると、この薬液注入装置は入力データに対応して薬液を被
験者に注入する。例えば、薬液として造影剤を注入すれば被験者の造影度が変化するので
、透視撮像装置により良好な透視画像が撮像されることになる。
【０００８】
　なお、薬液注入装置には造影剤とともに生理食塩水も被験者に注入できる製品があり、
その場合、作業者は所望により造影剤の注入完了に連動して生理食塩水を注入することを
注入速度や注入総量などとともに薬液注入装置にデータ入力する。すると、この薬液注入
装置は、被験者に入力データに対応して造影剤を注入してから、自動的に生理食塩水も注
入する。このため、造影剤を生理食塩水で後押しして造影剤の消費量を削減することや、
生理食塩水によりアーチファクトを軽減することができる。
【０００９】
　なお、造影剤は高粘度であるが、薬液注入装置は、薬液シリンジのシリンダ部材にピス
トン部材を高圧で圧入することができるので、造影剤の注入には好適である。ただし、ピ
ストン部材をシリンダ部材に高圧で圧入するためには、そのシリンダ部材を強固に保持す
ることも必要となる。
【００１０】
　このため、本出願人が発明して実施している薬液注入装置では、開閉自在に支持された
一対の金属製のフランジ保持部材を有しており、上方から挿入される薬液シリンジのシリ



(12) JP 4982185 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

ンダフランジの左部と右部とをフランジ保持部材により個々に保持する(例えば、非特許
文献１参照)。
【非特許文献１】“根本杏林堂　商品紹介　デュアルショット／Ａ－３００”［２００４
年０６月３０日検索］インターネット<ＵＲＬ：http://www.nemoto-do.co.jp/seihin_ct.
html#dual>
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上述のような薬液注入装置では、一対の金属製のフランジ保持部材により薬液シリンジ
のシリンダフランジを強固に保持することができるので、薬液シリンジのシリンダ部材に
ピストン部材を高圧に圧入して高粘度な造影剤などを被験者に良好に注入することが可能
である。
【００１２】
　ただし、現在の一般的な薬液シリンジは、無用な転動防止などのため、シリンダフラン
ジの円環形の外周面の相対する位置に一対の平坦部が平行に形成されている。そこで、前
述の薬液注入装置は、シリンダフランジの円環部をフランジ保持部材で保持する構造に形
成されており、シリンダフランジの円環部をフランジ保持部材に保持させることを作業者
に要求している。
【００１３】
　しかし、フランジ保持部材がシリンダフランジを平坦部で保持した状態でも、外観上は
薬液シリンジが薬液注入装置に適切に保持されているように目視される。この場合、フラ
ンジ保持部材がシリンダフランジを保持する面積が減少するため、シリンダフランジを破
損する可能性がある。
【００１４】
　さらに、上述のような薬液注入装置では、薬液を薬液シリンジから被験者に注入するが
、適正な薬液を注入するためには作業者が適切な薬液シリンジを選択する必要がある。し
かし、薬液シリンジは薬液の種類が相違しても外観が同一や類似の製品があるため、作業
者が適切でない薬液の薬液シリンジを薬液注入装置に装填する可能性がある。
【００１５】
　また、薬液シリンジとして適合品ではない製品が使用されることもあり、その耐圧など
の性能が適切でないために医療事故が発生することもある。さらに、プレフィルドタイプ
の薬液シリンジは、感染などを防止するために一度の使用で廃棄するが、現在の薬液注入
装置では、一度使用された薬液シリンジが再度使用されることを防止できない。
【００１６】
　さらに、前述のように薬液注入装置には使用する薬液や薬液シリンジに対応して注入速
度や注入総量などをデータ入力する必要があるが、この作業は煩雑で熟達していない作業
者には困難であり、適切でない数値が入力操作されることを防止できない。特に、現在の
造影剤には有効成分の濃度が数倍まで相違する製品があるので、それを考慮しないと適量
の数倍や数分の一の造影剤が注入されることになる。
【００１７】
　同様に、被験者の撮像部位や体重などによっても、薬液の注入速度などの薬液注入装置
へのデータ入力が必要な場合があるが、このような作業も煩雑で入力ミスを防止すること
ができない。特に、本出願人は造影剤の注入速度を可変することで造影効果を向上できる
ことを特願２００２－２８１１０９号として出願したが、このような可変パターンを薬液
注入装置にデータ設定することは容易ではない。
【００１８】
　上述のような課題を解決するため、本出願人は薬液シリンジの梱包材などに各種データ
をバーコードなどで記録しておき、そのバーコードなどを薬液注入装置がデータ読取する
ことを特願２００３－０９８０５８号として出願した。しかし、バーコードなどはデータ
容量が微少なので、識別データなどしか記録できない。
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【００１９】
　このため、上述の薬液注入装置では、可変パターンなどの大容量の各種データを事前に
登録しておき、その登録データをバーコードの読取結果で検索する。しかし、これでは各
種データを薬液注入装置に事前に登録しておく必要があり、登録データの刷新などが必要
な場合には薬液注入装置でデータ更新を実行する必要がある。
【００２０】
　本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、シリンダ保持機構が薬液シリ
ンジを適切に保持していない状態でピストン駆動機構が駆動されることを自動的に防止で
きる薬液注入システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の第１および第４の薬液注入システムは、薬液シリンジと薬液注入装置とを有し
ており、薬液注入装置は、シリンダ保持機構、ピストン駆動機構、ＲＦＩＤリーダ、共振
アンテナ、動作制御手段、を有している。薬液シリンジは、シリンダ部材とピストン部材
とを有しており、円環状のシリンダフランジが後端外周に形成されている円筒形状のシリ
ンダ部材に後方からピストン部材がスライド自在に挿入されている。薬液注入装置のシリ
ンダ保持機構は、上方から挿入される薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを
個々に保持し、ピストン駆動機構は、保持されたシリンダ部材にピストン部材を少なくと
も圧入する。
【００２２】
　薬液シリンジは、記録データを無線送信するＲＦＩＤチップがシリンダ部材の所定位置
に装着されており、このＲＦＩＤチップは、所定の平面形状や細長形状のチップアンテナ
が回路チップに結線されている。薬液シリンジは、シリンダ部材の外周面にＲＦＩＤチッ
プが装着されており、軸心を中心とした回転の特定方向でシリンダ保持機構に保持される
とシリンダ部材の左方か右方にＲＦＩＤチップの略中心が位置する。
【００２３】
　薬液注入装置のＲＦＩＤリーダは、所定の平面形状や細長形状のリーダアンテナが通信
回路に結線されていてＲＦＩＤチップから記録データを無線受信し、動作制御手段は、記
録データが無線受信されているときのみピストン駆動機構の動作を許可する。ただし、薬
液注入装置は、シリンダ保持機構が特定方向でシリンダ部材を保持した状態で、チップア
ンテナと略平行な面方向や長手方向で、ピストン部材の左方と右方との一方の位置にリー
ダアンテナが配置されているとともに他方の位置に所定形状の共振アンテナが配置され、
シリンダ保持機構が特定方向でシリンダ部材を保持した状態ではＲＦＩＤチップとＲＦＩ
Ｄリーダとが無線通信するが、シリンダ保持機構が特定方向から直角に回転した方向でシ
リンダ部材を保持した状態ではＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとが無線通信しないよう
に構成されている。
【００２４】
　つまり、本発明の薬液注入システムでは、薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向
で保持された状態では、チップアンテナとリーダアンテナと共振アンテナとが略平行とな
るので、これらのアンテナで無線信号が良好に共振することになる。すると、ＲＦＩＤチ
ップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信するので、ピストン駆動機構がピストン部
材をシリンダ部材に圧入できる状態となる。
【００２５】
　しかし、薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向から回動した角度で保持されてい
る状態では、チップアンテナがリーダアンテナおよび共振アンテナと略平行とならないの
で、これらのアンテナで無線信号が良好に共振されない。このため、ＲＦＩＤチップの記
録データをＲＦＩＤリーダが無線受信しないので、ピストン駆動機構がピストン部材をシ
リンダ部材に圧入できる状態とならない。
【００２６】
　本発明の第２および第５の薬液注入システムでは、薬液注入装置が一対の共振アンテナ
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と妨害導体とを有しており、薬液注入装置は、シリンダ保持機構が特定方向でシリンダ部
材を保持した状態でチップアンテナと略直交する方向でピストン部材の下方の位置にリー
ダアンテナが配置されている。
【００２７】
　薬液注入装置は、シリンダ保持機構が特定方向でシリンダ部材を保持した状態でチップ
アンテナと略平行な方向でピストン部材の左方と右方との位置に一対の共振アンテナが個
々に配置されており、シリンダ保持機構が特定方向と直交する方向でシリンダ部材を保持
した状態でチップアンテナと略平行な方向でＲＦＩＤチップの直下の位置に妨害導体が配
置され、シリンダ保持機構が特定方向でシリンダ部材を保持した状態ではＲＦＩＤチップ
とＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、シリンダ保持機構が特定方向から直角に回転した
方向でシリンダ部材を保持した状態ではＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとが無線通信し
ないように構成されている。
【００２８】
　つまり、本発明の薬液注入システムでは、薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向
で保持された状態では、チップアンテナと一対の共振アンテナとが略平行となるので、こ
れらのアンテナで無線信号が良好に共振することになる。すると、この共振によりＲＦＩ
ＤチップとＲＦＩＤリーダとの無線信号が増幅されるので、ＲＦＩＤチップの記録データ
をＲＦＩＤリーダが無線受信することになり、ピストン駆動機構がピストン部材をシリン
ダ部材に圧入できる状態となる。
【００２９】
　しかし、薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向から回動した角度で保持されてい
る状態では、チップアンテナが一対の共振アンテナと略平行とならないので、これらのア
ンテナで無線信号が良好に共振されない。このため、ＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダと
の無線信号が増幅されず、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信しな
いので、ピストン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入できる状態とならない。
【００３０】
　さらに、ＲＦＩＤチップの回路チップが下方に位置する角度で薬液シリンジがシリンダ
保持機構に保持されている状態では、ＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとが近接するが、
そこに妨害導体が介在する。このため、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが
無線受信しないので、ピストン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入できる状態
とならない。
【００３１】
　本発明の第３および第６の薬液注入システムでは、薬液シリンジとして各種サイズがあ
り、最大以外のサイズの薬液シリンジごとにシリンダアダプタが用意されている。薬液注
入装置は、最大サイズの薬液シリンジは直接に装填され、最大以外のサイズの薬液シリン
ジはシリンダアダプタを介して装填される。
【００３２】
　シリンダアダプタは、無線通信を妨害しない素材で形成されており、上方から挿入され
る薬液シリンジのシリンダフランジの左部と右部とを個々に保持する。薬液注入装置のシ
リンダ保持機構は、上方から挿入される最大サイズの薬液シリンジのシリンダフランジの
左部と右部とを一対の金属製のフランジ保持部材で個々に保持するとともに、上方から挿
入されるシリンダアダプタを保持する。
【００３３】
　最大サイズの薬液シリンジは、軸心を中心とした回転の特定方向でシリンダ保持機構に
保持されるとシリンダ部材の上方か下方に略中心が位置する状態でＲＦＩＤチップが装着
されており、最大以外のサイズの薬液シリンジは、特定方向でシリンダ保持機構にシリン
ダアダプタにより保持されるとシリンダ部材の左方か右方に略中心が位置する状態でＲＦ
ＩＤチップが装着されている。
【００３４】
　薬液注入装置は、シリンダ保持機構が特定方向で最大サイズの薬液シリンジを保持した
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状態でチップアンテナと略平行な方向でピストン部材の下方の位置にリーダアンテナが配
置されており、シリンダ保持機構が特定方向で最大サイズの薬液シリンジを保持した状態
でチップアンテナと略直交する方向でピストン部材の左方と右方との位置に一対の共振ア
ンテナが略平行に配置されている。
【００３５】
　薬液注入装置は、シリンダ保持機構が特定方向で最大サイズの薬液シリンジを保持した
状態でチップアンテナと略平行な方向でＲＦＩＤチップの直下の位置に補助アンテナが配
置されているが、シリンダアダプタは、シリンダ保持機構に保持された状態で補助アンテ
ナと重複する位置にリーダアンテナより長大な妨害導体が配置されている。
【００３６】
　そして、シリンダ保持機構に保持されたシリンダアダプタに、最大以外のサイズの薬液
シリンジが保持された状態では、チップアンテナがフランジ保持部材より後方に位置する
。さらに、シリンダ保持機構が最大サイズの薬液シリンジを特定方向で保持した状態では
ＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとが無線通信するが、シリンダ保持機構が最大サイズの
薬液シリンジを特定方向から直角に回転した方向で保持した状態ではＲＦＩＤチップとＲ
ＦＩＤリーダとが無線通信せず、かつ、シリンダ保持機構がシリンダアダプタを介して最
大サイズ以外の薬液シリンジを特定方向で保持した状態ではＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリ
ーダとが無線通信するが、シリンダ保持機構がシリンダアダプタを介して最大サイズ以外
の薬液シリンジを特定方向から直角に回転した方向で保持した状態ではＲＦＩＤチップと
ＲＦＩＤリーダとが無線通信しないように構成されている。
【００３７】
　つまり、本発明の薬液注入システムでは、最大サイズの薬液シリンジがシリンダ保持機
構に特定方向で保持された状態では、チップアンテナと補助アンテナとリーダアンテナと
が略平行となるので、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが補助アンテナを介
して無線受信することになり、ピストン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入で
きる状態となる。
【００３８】
　しかし、最大サイズの薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向から回動した角度で
保持されている状態では、チップアンテナが補助アンテナおよびリーダアンテナと略平行
とならないので、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信せず、ピスト
ン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入できる状態とならない。
【００３９】
　また、最大サイズの薬液シリンジがシリンダ保持機構に特定方向から略直角に回動した
角度で保持されている状態では、チップアンテナが一対の共振アンテナとは略平行となる
が、そこに金属製のフランジ保持部材が介在する。このため、ＲＦＩＤチップの記録デー
タをＲＦＩＤリーダが無線受信せず、ピストン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に
圧入できる状態とならない。
【００４０】
　一方、最大以外のサイズの薬液シリンジがシリンダアダプタによりシリンダ保持機構に
特定方向で保持された状態では、フランジ保持部材より後方に位置するチップアンテナと
一対の共振アンテナとが略平行となるので、これらのアンテナで無線信号が良好に共振す
ることになる。すると、この共振によりＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとの無線信号が
増幅されるので、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信することにな
り、ピストン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入できる状態となる。
【００４１】
　しかし、最大以外のサイズの薬液シリンジがシリンダアダプタによりシリンダ保持機構
に特定方向から回動した角度で保持されている状態では、チップアンテナが一対の共振ア
ンテナと略平行とならないので、これらのアンテナで無線信号が良好に共振されない。こ
のため、ＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリーダとの無線信号が増幅されず、ＲＦＩＤチップの
記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信しないので、ピストン駆動機構がピストン部材を
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シリンダ部材に圧入できる状態とならない。
【００４２】
　さらに、ＲＦＩＤチップの回路チップが下方に位置する角度で最大以外のサイズの薬液
シリンジがシリンダ保持機構に保持されている状態では、ＲＦＩＤチップとＲＦＩＤリー
ダとが近接するが、そこにシリンダアダプタの妨害導体が介在する。このため、ＲＦＩＤ
チップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信しないので、ピストン駆動機構がピスト
ン部材をシリンダ部材に圧入できる状態とならない。
【００４３】
　なお、本発明で云う各種手段は、その機能を実現するように形成されていれば良く、例
えば、所定の機能を発揮する専用のハードウェア、所定の機能がコンピュータプログラム
により付与されたデータ処理装置、コンピュータプログラムによりデータ処理装置に実現
された所定の機能、これらの組み合わせ、等として実現することができる。
【００４４】
　また、本発明で云う各種の構成要素は、個々に独立した存在である必要もなく、複数の
構成要素が１個の部材として形成されていること、１つの構成要素が複数の部材からなる
こと、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部と他の構成要
素の一部とが重複していること、等も可能である。
【００４５】
　さらに、本発明では前後左右上下の方向を規定しているが、これは本発明の構成要素の
相対関係を簡単に説明するために便宜的に規定したものであり、本発明を実施する場合の
製造時や使用時の方向を限定するものではない。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明の薬液注入システムでは、薬液シリンジがシリンダ保持機構に適切に保持された
場合のみ、ＲＦＩＤチップの記録データをＲＦＩＤリーダが無線受信できるので、ピスト
ン駆動機構がピストン部材をシリンダ部材に圧入できる状態となり、薬液シリンジが適切
に保持されていない状態でシリンダ部材にピストン部材が圧入されることを自動的に防止
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態の薬液注入装置に薬液シリンジが装着される状態を示す模式
的な縦断側面図である。
【図２】薬液注入装置に薬液シリンジが装着された状態を示す模式的な縦断側面図である
。
【図３】薬液注入装置に薬液シリンジが装着される状態を示す模式的な正面図である。
【図４】薬液注入装置に薬液シリンジが装着された状態を示す模式的な正面図である。
【図５】注入実行ヘッドに薬液シリンジが装着される状態を示す縦断側面図である。
【図６】薬液注入装置に薬液シリンジが装着される状態を示す模式的な正面図である。
【図７】薬液注入装置に薬液シリンジが装着された状態を示す模式的な正面図である。
【図８】薬液シリンジの外観を示す斜視図である。
【図９】薬液注入装置の注入実行ヘッドに薬液シリンジが装着される状態を示す斜視図で
ある。
【図１０】薬液注入装置の外観を示す斜視図である。
【図１１】透視画像装置であるＣＴスキャナの外観を示す斜視図である。
【図１２】薬液注入システムの回路構造を示すブロック図である。
【図１３】ＲＦＩＤチップの外観を示す斜視図である。
【図１４】薬液注入装置の論理構造を示す模式的なブロック図である。
【図１５】薬液シリンジの回転角度とＲＦＩＤチップ／リーダの通信感度との関係を示す
特性図である。
【図１６】薬液注入装置の処理動作の前半部分を示すフローチャートである。
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【図１７】後半部分を示すフローチャートである。
【図１８】ＣＴスキャナの処理動作を示すフローチャートである。
【図１９】変形例の注入実行ヘッドの外観を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　　薬液注入装置
　１１６　　ピストン駆動機構
　１２０　　シリンダ保持機構
　１２０　　シリンダ保持機構
　１２１　　フランジ保持部材
　１３０　　ＲＦＩＤリーダ
　１３１　　リーダアンテナ
　１３２　　補助アンテナ
　１３３　　共振アンテナ
　１３４　　本体部分
　１３５　　傾斜部分
　１４０　　各種手段として機能するコンピュータユニット
　１５０　　動作制御手段
　１５１　　確認記憶手段
　１５２　　データ照合手段
　１５３　　警告出力手段
　１５４　　データ蓄積手段
　１５６　　データ保持手段
　１５７　　表示制御手段
　１５８　　注入制御手段
　２００　　薬液シリンジ
　２１０　　シリンダ部材
　２１３　　シリンダフランジ
　２２０　　ピストン部材
　２３０　　ＲＦＩＤチップ
　２３２　　回路チップ
　２３３　　チップアンテナ
　３００　　透視撮像装置であるＣＴスキャナ
　４００　　シリンダアダプタ
　４２０　　妨害導体
　１０００　　薬液注入システム
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　　［実施の形態の構成］
　本発明の実施の一形態を図面を参照して以下に説明する。本発明の実施の形態の薬液注
入システム１０００は、図９ないし図１２に示すように、薬液注入装置１００、薬液シリ
ンジ２００、透視撮像装置であるＣＴスキャナ３００、シリンダアダプタ４００、を有し
ており、詳細には後述するが、造影剤などの薬液を注入する被験者(図示せず)から透視画
像を撮像する。
【００５０】
　ＣＴスキャナ３００は、図１１および図１２に示すように、撮像実行機構である透視撮
像ユニット３０１と撮像制御ユニット３０２とを有しており、その透視撮像ユニット３０
１と撮像制御ユニット３０２とは通信ネットワーク３０３で有線接続されている。透視撮
像ユニット３０１は被験者から透視画像を撮像し、撮像制御ユニット３０２は透視撮像ユ
ニット３０１を動作制御する。
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【００５１】
　薬液シリンジ２００は、図９および図８に示すように、シリンダ部材２１０とピストン
部材２２０からなり、シリンダ部材２１０にピストン部材２２０がスライド自在に挿入さ
れている。シリンダ部材２１０は、円筒形の中空の本体部２１１を有しており、この本体
部２１１の閉塞した先端面に導管部２１２が形成されている。
【００５２】
　シリンダ部材２１０の本体部２１１の末端面は開口されており、この開口から本体部２
１１の内部にピストン部材２２０が挿入されている。シリンダ部材２１０の末端外周には
シリンダフランジ２１３が形成されており、ピストン部材２２０の末端外周にはピストン
フランジ２２１が形成されている。
【００５３】
　本形態の薬液注入システム１０００では、上述のような構造の薬液シリンジ２００が薬
液注入装置１００に交換自在に装填されるが、その薬液シリンジ２００には各種サイズが
ある。このため、本形態の薬液注入システム１０００では、薬液注入装置１００にシリン
ダアダプタ４００を介することなく直接に装填される最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂ
と、薬液注入装置１００にシリンダアダプタ４００を介して装填される最大以外のサイズ
の薬液シリンジ２００Ｓとがある。
【００５４】
　薬液シリンジ２００のシリンダ部材２１０にはＲＦＩＤチップ２３０が装着されており
、そのＲＦＩＤチップ２３０には、その薬液シリンジ２００に関する、名称、プレフィル
ドタイプかリフィルタイプかの識別データ、個体ごとの識別データ、容量、シリンダ部材
２１０の耐圧、シリンダ部材２１０の内径、ピストン部材２２０のストローク、などの各
種データが記録されている。
【００５５】
　さらに、本形態の薬液注入システム１０００では、使用される薬液シリンジ２００の少
なくとも一部がプレフィルドタイプからなり、プレフィルドタイプの薬液シリンジ２００
では、シリンダ部材２１０に薬液が充填された状態で出荷される。薬液シリンジ２００が
プレフィルドタイプの場合、そのＲＦＩＤチップ２３０には、前述した各種データだけで
なく、充填されている薬液に関する、名称、成分、粘度、消費期限、ＣＴ用かＭＲ用かな
どの識別データ、などの各種データも設定されている。また、そのプレフィルドタイプの
薬液シリンジ２００に充填されている薬液が造影剤の場合、そのＲＦＩＤチップ２３０に
は、注入速度を時間経過により変化させる可変パターン、なども必要により設定されてい
る。
【００５６】
　ＲＦＩＤチップ２３０は、図１３に示すように、細長い樹脂シートからなるチップ本体
２３１を有しており、その略中央に回路チップ２３２が封入されている。また、チップ本
体２３１には、プリント配線からなるチップアンテナ２３３も所定形状に形成されており
、このチップアンテナ２３３に回路チップ２３２が実装されている。なお、このＲＦＩＤ
チップ２３０としては、例えば、10×60(mm)に形成されており、２．４５(GHz)で無線通
信する、ミューチップ(登録商標)などが好適である。
【００５７】
　薬液シリンジ２００は、図８および図９に示すように、シリンダ部材２１０のシリンダ
フランジ２１３に近接した位置で、シリンダ部材２１０の外周面にチップアンテナ２３３
が巻回される状態で、ＲＦＩＤチップ２３０が装着されている。より詳細には、各種サイ
ズの薬液シリンジ２００Ｂ，２００Ｓは、ともにシリンダフランジ２１３の円環形の外周
面２１４の相対する位置に一対の平坦部２１５が平行に形成されているが、最大サイズの
薬液シリンジ２００Ｂでは、図８(ａ)に示すように、シリンダフランジ２１３の一対の平
坦部２１５の一方に対応した位置に中心が位置するようにＲＦＩＤチップ２３０が配置さ
れており、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓでは、図８(ｂ)に示すように、シリ
ンダフランジ２１３の一対の平坦部２１５と直交した一方の位置に中心が位置するように
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ＲＦＩＤチップ２３０が配置されている。
【００５８】
　シリンダアダプタ４００は、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓごとに用意され
ており、図９に示すように、全体的に平板をＵ字状に湾曲させたような形状のアダプタ本
体４１０を有している。このアダプタ本体４１０は、例えば、高強度のエンジニアリング
プラスチックで形成されており、ＲＦＩＤチップ２３０と後述するＲＦＩＤリーダ１３０
との無線通信を妨害しない。
【００５９】
　アダプタ本体４１０の上面には、図１ないし図４にも示すように、薬液シリンジ２００
Ｓのシリンダ部材２１０の外周面に対応した半円筒状の凹部４１１が形成されており、こ
の凹部４１１の後端近傍には、薬液シリンジ２００Ｓのシリンダフランジ２１３に対応し
た形状の凹溝４１２が形成されている。
【００６０】
　一方、アダプタ本体４１０の下面は最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダ部材
２１０の外周面と同等な形状およびサイズに形成されており、その後端近傍には、最大サ
イズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダフランジ２１３と同等な形状およびサイズのアダ
プタフランジ４１３が形成されている。
【００６１】
　このため、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓは、各々に専用のシリンダアダプ
タ４１０に着脱自在に装着することができ、このようにシリンダアダプタ４１０に装着さ
れることで、そのシリンダ部材２１０の下面に相当する部分の形状およびサイズが最大サ
イズの薬液シリンジ２００Ｂと同等となる。
【００６２】
　本形態の薬液注入装置１００は、図１０に示すように、注入制御ユニット１０１と注入
実行ヘッド１１０とが別体に形成されて通信ケーブル１０２で有線接続されており、注入
実行ヘッド１１０は、キャスタスタンド１１１の上端に可動アーム１１２で装着されてい
る。
【００６３】
　この注入実行ヘッド１１０は、図９に示すように、そのヘッド本体１１３の上面には、
最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダ部材２１０およびシリンダアダプタ４００
のアダプタ本体４１０に対応した半円筒状の凹部１１４が形成されており、この凹部１１
４の前部には、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダフランジ２１１およびシリ
ンダアダプタ４００のアダプタフランジ４１３を着脱自在に保持するシリンダ保持機構１
２０が形成されている。
【００６４】
　より詳細には、シリンダ保持機構１２０は、図３および図４等に示すように、左右一対
のフランジ保持部材１２１を有しており、この左右一対のフランジ保持部材１２１により
、上方から挿入される最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダフランジ２１３また
はアダプタフランジ４１３の左部と右部とを個々に保持する。
【００６５】
　フランジ保持部材１２１は、固定保持部材１２２と可動保持部材１２３からなり、これ
らはステンレス合金などの高強度な金属で形成されている。固定保持部材１２２は、注入
実行ヘッド１１０の凹部１１４の底部に固定されており、可動保持部材１２３は、固定保
持部材１２２に上方から接合される位置で左右方向に開閉自在に軸支されている。固定保
持部材１２２と可動保持部材１２３とは、内面に円弧状の凹溝１２４が形成されており、
そこに最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂのシリンダフランジ２１３またはアダプタフラ
ンジ４１３が係合する。
【００６６】
　このため、注入実行ヘッド１１０の凹部１１４およびシリンダ保持機構１２０には、図
５ないし図７に示すように、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂが着脱自在に直接装着さ
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れるとともに、図１ないし図４に示すように、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓ
がシリンダアダプタ４００を介して着脱自在に装着される。
【００６７】
　注入実行ヘッド１１０の凹部１１４の後方には、ピストンフランジ２２１を保持してス
ライド移動させるピストン駆動機構１１６が配置されており、このピストン駆動機構１１
６は薬液シリンジ２００のピストン部材２２０を着脱自在に保持して前後方向にスライド
移動させる。
【００６８】
　このピストン駆動機構１１６は、図１２に示すように、作動時にも磁界を発生しない超
音波モータ１１７を駆動源として有しており、ネジ機構(図示せず)などによりピストン部
材２２０をスライド移動させる。また、ピストン駆動機構１１６にはロードセル１１８も
内蔵されており、そのロードセル１１８は、ピストン部材２２０を押圧する圧力を検出す
る。
【００６９】
　本形態の薬液注入装置１００は、図１２に示すように、ＲＦＩＤリーダ１３０を有して
おり、このＲＦＩＤリーダ１３０が薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０と２．４
５(GHz)で無線通信する。ＲＦＩＤリーダ１３０は、通信回路(図示せず)とリーダアンテ
ナ１３１とを有しており、通信回路は、例えば、注入実行ヘッド１１０の後部に内蔵され
ている。
【００７０】
　リーダアンテナ１３１は、図３および図４等に示すように、細長いシート状の導体から
なり、通信回路に結線されている。リーダアンテナ１３１は、図１および図２等に示すよ
うに、シリンダ保持機構１２０より後方の位置で凹部１１４の底面に装着されており、そ
の長手方向が左右方向となるように配置されている。
【００７１】
　さらに、本形態の薬液注入装置１００は、ＲＦＩＤリーダ１３０のリーダアンテナ１３
１とは別個に、補助アンテナ１３２と共振アンテナ１３３とを有している。補助アンテナ
１３２は、リーダアンテナ１３１より短小の細長いシート状の導体からなるが、通信回路
などには結線されていない。
【００７２】
　補助アンテナ１３２は、シリンダ保持機構１２０の直前の位置で凹部１１４の底面に装
着されており、その長手方向が左右方向となるように配置されている。最大サイズの薬液
シリンジ２００は、ＲＦＩＤチップ２３０がシリンダフランジ２１３より前方の位置に配
置されているので、図５に示すように、シリンダ保持機構１２０に最大サイズの薬液シリ
ンジ２００Ｂが保持されると、そのチップアンテナ２３３の直下に補助アンテナ１３２が
位置する。
【００７３】
　また、シリンダアダプタ４００は、図１および図２に示すように、シリンダ保持機構１
２０に保持された状態で補助アンテナ１３２と重複する位置に、リーダアンテナ１３１よ
り長大な細長いシート状の妨害導体４２０が装着されており、シリンダ保持機構１２０に
保持されるアダプタフランジ４１３よりシリンダフランジ２１３を保持する凹溝４１２が
充分に後方に位置している。
【００７４】
　そして、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓは、ＲＦＩＤチップ２３０がシリン
ダフランジ２１３の直前の位置に配置されているので、シリンダ保持機構１２０に保持さ
れたシリンダアダプタ４００に最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓが保持されると
、そのチップアンテナ２３３はフランジ保持部材１２１より後方に位置する。
【００７５】
　共振アンテナ１３３は、左右方向で面対称の左右一対に形成されており、シリンダ保持
機構１２０より後方の位置で凹部１１４の左右内面に個々に装着されている。共振アンテ
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ナ１３３は、上下方向に細長い導体からなる本体部分１３４と、下端より上端が後方に位
置するように傾斜している細長い導体からなる傾斜部分１３５と、を有しており、これら
の部分１３４，１３５が下端で連結されている。
【００７６】
　なお、本形態の薬液注入システム１０００では、前述のようにＲＦＩＤチップ２３０と
ＲＦＩＤリーダ１３０とは“２．４５(GHz)”の周波数で無線通信するので、その波長は
約“１２２(mm)”で半波長は約“６１(mm)”である。そして、チップアンテナ２３３とリ
ーダアンテナ１３１と共振アンテナ１３３の各部分１３４，１３５とは、上述の半波長に
対応した“６０(mm)”の全長に形成されており、左右一対の共振アンテナ１３３は、上述
の半波長に対応した約“６０(mm)”の間隔だけ離反している。一方、補助アンテナ１３２
は、上述の半波長より充分に短小の“３０～４０(mm)”などの全長に形成されており、妨
害導体４２０は、上述の半波長に対応した“６０(mm)”の全長に形成されている。
【００７７】
　なお、薬液シリンジ２００は、少なくとも薬液注入装置１００に装填される状態ではシ
リンダ部材２１０の後端部分にピストン部材２２０の前端部分が配置されているが、図１
および図５に示すように、このピストン部材２２０の前端部分と重複する位置でＲＦＩＤ
チップ２３０がシリンダ部材２１０の後端部分の外周面に装着されている。
【００７８】
　また、本形態の薬液注入装置１００は、既存の製品にＲＦＩＤリーダ１３０などを追加
した構造に形成されているので、注入実行ヘッド１１０の造形などは既存の製品から変更
されていない。このため、注入実行ヘッド１１０の凹部１１４は、シリンダ保持機構１２
０より前方では薬液シリンジ２００のシリンダ部材２１０に対応した半円筒形に形成され
ているが、後方ではシリンダ保持機構１２０１２０の組立性などのために底面が下方に位
置している。さらに、注入実行ヘッド１１０は、凹部１１４の補助アンテナ１３２より前
方の位置には、金属フレーム(図示せず)が内蔵されている。
【００７９】
　上述のような構造の注入実行ヘッド１１０と通信ケーブル１０２で結線されている注入
制御ユニット１０１は、図１２に示すように、コンピュータユニット１４０が内蔵されて
おり、ＣＴスキャナ３００の撮像制御ユニット３０２とも通信ネットワーク３０４で有線
接続されている。
【００８０】
　注入制御ユニット１０１は、図１０に示すように、操作パネル１０３、データ表示手段
である液晶ディスプレイ１０４、スピーカユニット１０５、等が本体ハウジング１０６の
前面に配置されており、別体のコントローラユニット１０７が接続コネクタ１０８で有線
接続されている。
【００８１】
　本形態の薬液注入装置１００は、図１２に示すように、上述した各種デバイスがコンピ
ュータユニット１４０に接続されており、このコンピュータユニット１４０が各種デバイ
スを統合制御する。コンピュータユニット１４０は、いわゆるワンチップマイコンからな
り、ＣＰＵ(Central　Processing Unit)１４１、ＲＯＭ(Read Only　Memory)１４２、Ｒ
ＡＭ(Random
Access Memory)１４３、Ｉ／Ｆ(Interface)１４４、等のハードウェアを有している。コ
ンピュータユニット１４０は、そのＲＯＭ１４２などの情報記憶媒体に適切なコンピュー
タプログラムがファームウェアなどで実装されており、そのコンピュータプログラムに対
応してＣＰＵ１４１が各種の処理動作を実行する。
【００８２】
　本形態の薬液注入装置１００は、上述のように実装されているコンピュータプログラム
に対応してコンピュータユニット１４０が動作することにより、図１４に示すように、動
作制御手段１５０、を論理的に有しており、この動作制御手段１５０が、確認記憶手段１
５１、データ照合手段１５２、警告出力手段１５３、データ蓄積手段１５４、データ保持
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手段１５６、表示制御手段１５７、注入制御手段１５８、等の各種手段を論理的に有して
いる。
【００８３】
　動作制御手段１５０は、ＣＰＵ１４１がＲＯＭ１４２などに実装されているコンピュー
タプログラムとＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された各種データとに対応して所定動
作を実行する機能に相当し、確認記憶手段１５１、データ照合手段１５２、警告出力手段
１５３、データ蓄積手段１５４、データ保持手段１５６、表示制御手段１５７、注入制御
手段１５８、を有している。
【００８４】
　確認記憶手段１５１は、ＣＰＵ１４１がデータ認識するＲＡＭ１４３の記憶領域などに
相当し、所定の確認条件をデータ記憶している。データ照合手段１５２は、データ記憶さ
れている確認条件とＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された各種データとを照合し、警
告出力手段１５３は、照合結果に対応して確認警告を報知出力する。
【００８５】
　より具体的には、ＲＡＭ１４３には、使用できる薬液シリンジ２００の識別データが確
認条件としてデータ登録されており、ＲＦＩＤリーダ１３０で薬液シリンジ２００のＲＦ
ＩＤチップ２３０から各種データが無線受信されると、その無線受信された薬液シリンジ
２００の識別データがＲＡＭ１４３に登録されている識別データと照合される。
【００８６】
　これで無線受信された識別データが登録されていないと、“この製品は使用可能な機器
として登録されておりません、使用可能か確認して下さい”などのガイダンスメッセージ
が確認警告として液晶ディスプレイ１０４で表示出力されるとともにスピーカユニット１
０５で音声出力される。
【００８７】
　また、ＲＡＭ１４３には、確認条件として現在日時が日々更新されてデータ保持されて
おり、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から消費期限が無線受信されると、そ
の消費期限と現在日時がデータ照合される。これで現在日時が消費期限を超過していると
、“この製品は消費期限を過ぎています。新しい製品を使用して下さい”などのガイダン
スメッセージが確認警告として液晶ディスプレイ１０４で表示出力されるとともにスピー
カユニット１０５で音声出力される。
【００８８】
　さらに、プレフィルドタイプの薬液シリンジ２００では、個体ごとの製造番号もＲＦＩ
Ｄチップ２３０に設定されているので、データ蓄積手段１５４は、注入実行ヘッド１１０
に装填されて注入動作が実行されたプレフィルドタイプの薬液シリンジ２００の製造番号
をデータ記憶する。
【００８９】
　この場合、データ照合手段１５２は、データ記憶されている製造番号とＲＦＩＤチップ
２３０から無線受信された製造番号とを照合し、警告出力手段１５３は、照合された製造
番号が一致すると“このプレフィルドシリンジは過去に使用されています。新しい製品を
使用して下さい”などのガイダンスメッセージが確認警告として液晶ディスプレイ１０４
で表示出力されるとともにスピーカユニット１０５で音声出力される。
【００９０】
　データ保持手段１５６は、ＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された各種データをデー
タ保持し、表示制御手段１５７は、保持された各種データを液晶ディスプレイ１０４にデ
ータ表示させ、注入制御手段１５８は、保持された各種データに対応してピストン駆動機
構１１６を動作制御する。
【００９１】
　より具体的には、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０には、その薬液シリンジ
２００の名称や耐圧や容量などの各種データと、その薬液シリンジ２００に充填されてい
る薬液の名称や成分や消費期限などの各種データとが記録されているので、これらの各種
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データがＲＡＭ１４３に一時保持されて液晶ディスプレイ１０４で表示出力される。
【００９２】
　また、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０にピストン駆動機構１１６の制御デ
ータが設定されていた場合、その制御データがＲＡＭ１４３に保持され、ＣＰＵ１４１は
保持された制御データに対応してピストン駆動機構１１６を動作制御する。
【００９３】
　例えば、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に造影剤の注入速度を時間経過に
より変化させる可変パターンがデータ記録されていた場合、その可変パターンに対応して
ＣＰＵ１４１がピストン駆動機構１１６の動作速度を経時的に可変させる。さらに、薬液
シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に耐圧がデータ記録されていると、ＣＰＵ１４１
はロードセル１１８の検出圧力に対応してＲＡＭ１４３にデータ保持された耐圧を超過し
ないようにピストン駆動機構１１６の動作を制御する。また、薬液シリンジ２００のＲＦ
ＩＤチップ２３０に容量がデータ記録されていると、ＣＰＵ１４１はＲＡＭ１４３にデー
タ保持された容量に対応してピストン駆動機構１１６の動作を制御する。
【００９４】
　上述のような薬液注入装置１００の各種手段は、必要により液晶ディスプレイ１０４な
どのハードウェアを利用して実現されるが、その主体はＲＯＭ１４２等の情報記憶媒体に
格納されたリソースおよびコンピュータプログラムに対応してハードウェアであるＣＰＵ
１４１が機能することにより実現されている。
【００９５】
　このようなコンピュータプログラムは、例えば、ＲＦＩＤチップ２３０からＲＦＩＤリ
ーダ１３０で各種データが無線受信されると、ＲＡＭ１４３などにデータ記憶されている
確認条件とＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された各種データとを照合すること、その
照合結果に対応して液晶ディスプレイ１０４のデータ表示などで確認警告を報知出力する
こと、装填されて注入動作が実行された薬液シリンジ２００の製造番号をＲＡＭ１４３な
どにデータ記憶させること、そのデータ記憶されている製造番号とＲＦＩＤチップ２３０
から無線受信された製造番号とを照合すること、その照合結果に対応して液晶ディスプレ
イ１０４のデータ表示などで確認警告を報知出力すること、ＲＦＩＤチップ２３０から無
線受信された各種データをＲＡＭ１４３などにデータ保持させること、保持された各種デ
ータを液晶ディスプレイ１０４にデータ表示させること、保持された各種データに対応し
てピストン駆動機構１１６を動作制御すること、等の処理動作をＣＰＵ１４１等に実行さ
せるためのソフトウェアとしてＲＡＭ１４３等の情報記憶媒体に格納されている。
【００９６】
　　［実施の形態の動作］
　上述のような構成において、本形態の薬液注入システム１０００を利用する場合、図１
１に示すように、ＣＴスキャナ３００の撮像ユニット３０１の近傍に薬液注入装置１００
の注入実行ヘッド１１０が配置され、使用する薬液シリンジ２００などが用意される。
【００９７】
　例えば、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂを利用する場合、作業者は注入実行ヘッド
１１０の可動保持部材１２３を開放させ、そこにシリンダフランジ２１３が挿入されるよ
うに最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂを凹部１１４に装填して可動保持部材１２３を閉
止する。
【００９８】
　このとき、図７(ｂ)(ｃ)に示すように、シリンダフランジ２１３の平坦部２１５が上下
方向に位置するように最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂが適切に装着されると、その上
方か下方にＲＦＩＤチップ２３０が位置することになる。すると、ＲＦＩＤチップ２３０
のチップアンテナ２３３とＲＦＩＤリーダ１３０のリーダ／補助アンテナ１３１，１３２
との長手方向が略平行となるので、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無
線通信することになる。
【００９９】
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　一方、図７(ａ)に示すように、シリンダフランジ２１３の平坦部２１５が左右方向に位
置するように最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂが不適切に装着されると、その左方か右
方にＲＦＩＤチップ２３０は位置することになる。すると、ＲＦＩＤチップ２３０のチッ
プアンテナ２３３とＲＦＩＤリーダ１３０のリーダ／補助アンテナ１３１，１３２との長
手方向が略平行とならないので、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無線
通信しない。
【０１００】
　この原理を以下に簡単に説明する。ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とは
電界(電波通信)および磁界(磁気結合)により無線通信するが、ここでは説明を簡単とする
ために磁界に注目する。すると、図１３に示すように、ＲＦＩＤチップ２３０のチップア
ンテナ２３３は細長い線形に形成されているので、その長手方向を軸心とした円筒状に磁
界が発生する。
【０１０１】
　同様にＲＦＩＤリーダ１３０のリーダ／補助アンテナ１３１，１３２も細長い線形に形
成されているので、その長手方向を軸心とした円筒状に磁界が発生する。このため、チッ
プアンテナ２３３とリーダ／補助アンテナ１３１，１３２とは、平行に配置されると良好
に磁気結合されるが、平行に配置されないと良好に磁気結合されない。
【０１０２】
　従って、本形態の薬液注入システム１０００では、図７(ｂ)(ｃ)に示すように、シリン
ダフランジ２１３の平坦部２１５が上下方向に位置するように最大サイズの薬液シリンジ
２００Ｂが薬液注入装置１００に適切に装着されると、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤ
リーダ１３０とが無線通信するが、図７(ａ)に示すように、シリンダフランジ２１３の平
坦部２１５が左右方向に位置するように最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂが薬液注入装
置１００に不適切に装着されると、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無
線通信しない。
【０１０３】
　一方、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓを利用する場合、例えば、作業者は注
入実行ヘッド１１０の可動保持部材１２３を開放させ、そこにアダプタフランジ４１３が
挿入されるようにシリンダアダプタ４００を凹部１１４に装填して可動保持部材１２３を
閉止する。
【０１０４】
　このとき、薬液注入装置１００とシリンダアダプタ４００は相互に専用設計されており
、相互に係脱する凹凸などが存在する(図示せず)。このため、シリンダアダプタ４００は
薬液注入装置１００に常時適切に装着されるので、このように薬液注入装置１００に装着
されたシリンダアダプタ４００に最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓが着脱自在に
装着されることになる。
【０１０５】
　このとき、図１ないし図４に示すように、シリンダフランジ２１３の平坦部２１５が上
下方向に位置するように最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓが適切に装着されると
、その左方か右方にＲＦＩＤチップ２３０が位置することになる。すると、ＲＦＩＤチッ
プ２３０のチップアンテナ２３３と一対の共振アンテナ１３３の本体部分１３４との長手
方向が略平行となるので、一対の共振アンテナ１３３でＲＦＩＤチップ２３０の無線信号
が共振される。
【０１０６】
　このとき、共振アンテナ１３３には所定角度に傾斜した傾斜部分１３５も存在するので
、一対の共振アンテナ１３３により共振されて増幅された無線信号がリーダアンテナ１３
０で良好に受信されることになり、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無
線通信する。
【０１０７】
　なお、前述のように、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂでは、ＲＦＩＤチップ２３０
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が左右に位置するとＲＦＩＤリーダ１３０と無線通信できないことを説明した。これは、
図５および図６に示すように、シリンダ保持機構１２０が最大サイズの薬液シリンジ２０
０Ｂのシリンダフランジ２１３の左右部分を一対のシリンダ保持部材１２１で保持するた
め、左右に位置するＲＦＩＤチップ２３０の無線通信が金属製のシリンダ保持部材１２１
で阻害されることによる。
【０１０８】
　一方、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓでは、図１および図２に示すように、
ＲＦＩＤチップ２３０がシリンダ保持機構１２０より充分に後方に位置することになり、
共振アンテナ１３３とリーダアンテナ１３１もシリンダ保持機構１２０より後方に位置し
ているので、金属製のシリンダ保持部材１２１で阻害されることなく、ＲＦＩＤチップ２
３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが共振アンテナ１３３を介して無線通信する。
【０１０９】
　また、シリンダフランジ２１３の平坦部２１５が左右方向に位置するように最大以外の
サイズの薬液シリンジ２００Ｓが不適切に装着されると、そのＲＦＩＤチップ２３０は上
方か下方に位置することになる。この場合、チップアンテナ２３３と共振アンテナ１３３
との長手方向が略平行とならないので、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０と
の無線通信が共振アンテナ１３３の共振により増幅されることはない。
【０１１０】
　このとき、チップアンテナ２３３とリーダ／補助アンテナ１３１，１３２との長手方向
は略平行となるが、補助アンテナ１３２には妨害導体４２０が重複しているので、ＲＦＩ
Ｄチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０との無線通信が補助アンテナ１３２により補助さ
れることもない。
【０１１１】
　そして、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓでは、図３および図４に示すように
、本来平坦に配置されるチップアンテナ２３３が極端に湾曲しているので、その通信性能
が低下している。このため、チップアンテナ２３３とリーダアンテナ１３１との長手方向
が略平行となっても、補助アンテナ１３１や共振アンテナ１３３の補助が作用しないと、
ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無線通信することはない。
【０１１２】
　従って、本形態の薬液注入システム１０００では、図１ないし図４に示すように、シリ
ンダフランジ２１３の平坦部２１５が上下方向に位置するように最大以外のサイズの薬液
シリンジ２００Ｓがシリンダアダプタ４００で薬液注入装置１００に適切に装着されると
、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無線通信するが、シリンダフランジ
２１３の平坦部２１５が左右方向に位置するように最大以外のサイズの薬液シリンジ２０
０Ｓがシリンダアダプタ４００で薬液注入装置１００に不適切に装着されると、ＲＦＩＤ
チップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無線通信しない。
【０１１３】
　なお、本発明者は、上述のような各種サイズの薬液シリンジ２００Ｂ，２００Ｓとシリ
ンダアダプタ４００とを薬液注入装置１００とを実際に試作し、注入実行ヘッド１１０に
装填した最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂを回転させてＲＦＩＤリーダ／チップ１３０
，２３０の指向性を試験した。
【０１１４】
　すると、図１５に示すように、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０との通信
感度は、ＲＦＩＤチップ２３０が上下方向に位置するときにＲＦＩＤリーダ１３０との通
信感度が最大となり、ＲＦＩＤチップ２３０が左右方向に位置するときに通信感度が略“
０”となることが確認された。
【０１１５】
　さらに、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓを注入実行ヘッド１１０にシリンダ
アダプタ４００で装填して回転させると、ＲＦＩＤチップ２３０が左右方向に位置すると
きにＲＦＩＤリーダ１３０との通信感度が最大となり、ＲＦＩＤチップ２３０が上下方向
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に位置するときに通信感度が略“０”となることが確認された。
【０１１６】
　また、その注入実行ヘッド１１０において、本体部分１３４と傾斜部分１３５からなる
共振アンテナ１３３を搭載した場合、本体部分１３４のみ搭載した場合、傾斜部分１３５
のみ搭載した場合、でも最大以外のサイズの薬液シリンジ２００ＳのＲＦＩＤチップ２３
０とＲＦＩＤリーダ１３０との通信感度を測定したが、本体部分１３４と傾斜部分１３５
からなる共振アンテナ１３３の場合のみ良好な無線通信が可能となることを確認した。
【０１１７】
　さらに、シリンダアダプタ４００に妨害導体４２０を装着していない状態で、最大以外
のサイズの薬液シリンジ２００ＳのＲＦＩＤチップ２３０を補助アンテナ１３２の直上に
位置させてみた。しかし、そのＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とは無線通
信せず、これは前述のように本来平坦に配置されるチップアンテナ２３３が極端に湾曲さ
れて通信性能が低下しているためであることが確認された。
【０１１８】
　そして、本形態の薬液注入装置１００では、図１６に示すように、注入実行ヘッド１１
０に薬液シリンジ２００が適切に装着されてＲＦＩＤリーダ１３０によりＲＦＩＤチップ
２３０から各種データが無線受信されると(ステップＳ１)、コンピュータユニット１４０
により受信データとＲＡＭ１４３にデータ登録されている確認条件とがデータ照合される
(ステップＳ２)。
【０１１９】
　このような確認条件としては、使用できる薬液シリンジ２００の識別データが登録され
ているので、ＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された識別データが確認条件としてデー
タ登録されていないと、“この製品は使用可能な機器として登録されておりません、使用
可能か確認して下さい”などのガイダンスメッセージが確認警告として液晶ディスプレイ
１０４で表示出力されるとともにスピーカユニット１０５で音声出力される(ステップＳ
３)。
【０１２０】
　また、薬液シリンジ２００が注入実行ヘッド１１０に適切に装着されると、そのＲＦＩ
Ｄリーダ１３０にＲＦＩＤチップ２３０が自動的に所定距離で対向されるので、そのＲＦ
ＩＤチップ２３０からＲＦＩＤリーダ１３０に各種データが無線受信される(ステップＳ
１)。
【０１２１】
　この場合も、無線受信データが確認条件とデータ照合され(ステップＳ２)、無線受信さ
れた識別データが確認条件としてデータ登録されていないと確認警告が報知出力されるが
(ステップＳ３)、さらに、確認条件に整合しても使用機器が薬液シリンジ２００であるこ
とが判定されると(ステップＳ４)、ＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された製造番号と
ＲＡＭ１４３にデータ登録されている製造番号とがデータ照合される(ステップＳ５)。
【０１２２】
　このように照合された製造番号が一致すると“このシリンジは過去に使用されています
。新しい製品を使用して下さい”などのガイダンスメッセージが確認警告として液晶ディ
スプレイ１０４とスピーカユニット１０５とで報知出力される(ステップＳ３)。
【０１２３】
　上述のようにして適切な使用機器のＲＦＩＤチップ２３０から薬液注入装置１００に無
線受信された各種データは、例えば、“～(製造メーカ)製の造影シリンジ～(名称)が装着
されました。製造番号～、薬液名称～、薬液種別～、容量～、耐圧～、…”などとして液
晶ディスプレイ１０４に表示出力される(ステップＳ６)。
【０１２４】
　なお、ＲＦＩＤチップ２３０には、データ表示の対象となる各種データと、対象となら
ない各種データとがデータ設定されているので、例えば、その各種データごとにデータ表
示の有無が２値フラグでデータ設定されており、薬液注入装置１００は、ＲＦＩＤチップ
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２３０から無線受信された各種データから適切な一部をデータ表示する。
【０１２５】
　さらに、使用機器のＲＦＩＤチップ２３０から薬液注入装置１００に無線受信された各
種データに“耐圧”や“容量”や“造影剤の注入速度を時間経過により変化させる可変パ
ターン”などの制御データが内包されていた場合、その制御データがコンピュータユニッ
ト１４０のＲＡＭ１４３に設定される(ステップＳ７)。ＲＦＩＤチップ２３０から無線受
信された各種データに制御データが設定されていなかった場合は、デフォルトの制御デー
タが設定される。
【０１２６】
　上述のように薬液注入装置１００に装填された薬液シリンジ２００が延長チューブ(図
示せず)などで被験者に連結されてから、作業者により操作パネル１０３に作業開始が入
力操作されると、これを検知した薬液注入装置１００は(ステップＳ８)、作業開始をＣＴ
スキャナ３００にデータ送信する(ステップＳ１１)。
【０１２７】
　図１８に示すように、このように薬液注入装置１００から作業開始をデータ受信したＣ
Ｔスキャナ３００は(ステップＴ２)、作業開始を薬液注入装置１００にデータ返信して撮
像動作を実行する(ステップＴ８)。このため、本形態の透視撮像システム１０００では、
薬液注入装置１００の薬液注入にＣＴスキャナ３００の画像撮像が追従することになる。
【０１２８】
　なお、本形態の透視撮像システム１０００では、図１６および図１８に示すように、前
述のように薬液注入装置１００が準備完了の状態で(ステップＳ８～Ｓ１０)、ＣＴスキャ
ナ３００に撮像開始が入力操作された場合も(ステップＴ１)、ＣＴスキャナ３００の画像
撮像に薬液注入装置１００の薬液注入が追従する(ステップＴ４，Ｔ６～，Ｓ９，Ｓ１８
～)。
【０１２９】
　そして、本形態の薬液注入装置１００では、図１７に示すように、薬液注入の一連の作
業を実行する場合(ステップＳ１８～)、その注入開始から経過時間が計測され(ステップ
Ｓ１９)、その経過時間とＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された制御データとに対応
してピストン駆動機構１１６がリアルタイムに動作制御される(ステップＳ２２)。
【０１３０】
　このため、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に造影剤の注入速度を時間経過
により変化させる可変パターンがデータ設定されていた場合、その可変パターンに対応し
てピストン駆動機構１１６の動作速度が経時的に可変される。さらに、上述のようにピス
トン駆動機構１１６が駆動されるとき、ロードセル１１８が検出する応力がコンピュータ
ユニット１４０にリアルタイムに無線受信される(ステップＳ２０)。
【０１３１】
　そして、ＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された薬液の粘度やシリンダ部材２１０の
内径などに対応して、ロードセル１１８の検出応力から薬液の注入圧力が算出され(ステ
ップＳ２１)、この注入圧力がＲＦＩＤチップ２３０から無線受信された圧力範囲を満足
するようにピストン駆動機構１１６がリアルタイムに動作制御される(ステップＳ２３)。
このため、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に耐圧がデータ設定されていた場
合、その耐圧に対応してピストン駆動機構１１６が動作制御される。
【０１３２】
　なお、上述のようにピストン駆動機構１１６により薬液シリンジ２００が駆動されてい
るときも、そのＲＦＩＤチップ２３０はＲＦＩＤリーダ１３０により常時検出されている
(ステップＳ１８)。そして、注入作業が完了する以前に(ステップＳ３２)、上述の検出が
中断されると(ステップＳ１８)、ピストン駆動機構１１６による注入動作が中止される(
ステップＳ２８)。
【０１３３】
　さらに、“シリンジ脱落を検出しました。～シリンジの装着を確認して下さい”などの
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ガイダンスメッセージが確認警告として液晶ディスプレイ１０４で表示出力されるととも
にスピーカユニット１０５で音声出力され(ステップＳ２６)、異常発生および注入中止が
ＣＴスキャナ３００にデータ送信される(ステップＳ２５，Ｓ２８)。
【０１３４】
　すると、ＣＴスキャナ３００は、異常発生をデータ受信すると(ステップＴ１０)、その
異常発生がガイダンス表示などで確認警告として報知出力され(ステップＴ１６)、動作中
止をデータ受信すると(ステップＴ１３)、その撮像動作が中止される(ステップＴ１８)。
【０１３５】
　なお、本形態の薬液注入装置１００およびＣＴスキャナ３００は、前述の準備完了の状
態で異常発生が検出されたり(ステップＳ１０，Ｔ３)、動作実行の最中に異常発生が検出
されても(ステップＳ２３，Ｔ９)、その異常発生が報知出力されるとともに(ステップＳ
２６，Ｔ１６)、その動作中止が実行される(ステップＳ２８，Ｔ１８)。
【０１３６】
　さらに、その異常発生が他方にもデータ送信されるので(ステップＳ２５，Ｔ１５)、こ
れをデータ受信した他方でも(ステップＴ１０，Ｓ２４)、やはり異常発生が報知出力され
る(ステップＴ１６，Ｓ２６)。また、一方の動作中止も他方にデータ送信されるので(ス
テップＳ２７，Ｔ１７)、これをデータ受信した他方でも(ステップＴ１３，Ｓ３１)、そ
の動作中止が実行される(ステップＴ１８，Ｓ２８)。
【０１３７】
　なお、一方に動作中止が入力操作されたときも(ステップＳ２９，Ｔ１１)、その動作中
止が実行されるとともに(ステップＳ２８，Ｔ１８)、他方にも送信されるので(ステップ
Ｓ２７，Ｔ１７)、これをデータ受信した他方でも(ステップＴ１３，Ｓ３１)、その動作
中止が実行される(ステップＴ１８，Ｓ２８)。
【０１３８】
　また、一方で動作完了が検出されたときも(ステップＳ３２，Ｔ１４)、その動作終了が
実行されるとともに(ステップＳ３３，Ｔ１９)、その動作終了が他方にデータ送信される
ので(ステップＳ３４，Ｔ２０)、これをデータ受信した他方でも(ステップＴ１２，Ｓ３
１)、その動作中止が実行される(ステップＴ１８，Ｓ２８)。
【０１３９】
　本形態の薬液注入装置１００では、上述のように注入動作が正常または異常に終了され
ると(ステップＳ３３，Ｓ２８)、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から無線受
信された識別データが確認条件としてＲＡＭ１４３にデータ登録される(ステップＳ３６)
。
【０１４０】
　　［実施の形態の効果］
　本形態の薬液注入システム１０００では、上述のように薬液シリンジ２００に各種デー
タが記録されているＲＦＩＤチップ２３０が装着されており、薬液注入装置１００は、そ
のＲＦＩＤチップ２３０から各種データを無線受信し、その各種データの少なくとも一部
に対応して所定動作を実行するので、薬液注入装置１００に大容量データを容易に入力し
て各種動作を実行することができる。
【０１４１】
　そして、本形態の薬液注入システム１０００では、薬液シリンジ２００がシリンダ保持
機構１２０に適切に保持された場合のみ、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０
とが無線通信する。そして、このようにＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０と
が無線通信しているときのみ、ピストン駆動機構１１６の作動が許可されるので、薬液シ
リンジ２００が適切に保持されていない状態でシリンダ部材２１０にピストン部材２２０
が圧入されることを自動的に防止できる。
【０１４２】
　さらに、本形態の薬液注入装置１００では、ＲＦＩＤリーダ１３０がＲＦＩＤチップ２
３０を検出しているときのみコンピュータユニット１４０がピストン駆動機構１１６を動
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作可能とするので、薬液注入の最中に薬液シリンジ２００が適切な位置から脱落したよう
な場合、その薬液注入を自動的に中止させることができる。
【０１４３】
　しかも、このように薬液シリンジ２００の適切な装着を検出する機構が、薬液シリンジ
２００から薬液注入装置１００に各種データを転送するためのＲＦＩＤチップ／リーダ２
３０，１３０からなるので、専用のセンサ機構などを必要とすることなく簡単な構造で薬
液シリンジ２００の適切な装着を検出することができる。
【０１４４】
　さらに、本形態の薬液注入システム１０００では、各種サイズの薬液シリンジ２００Ｂ
，２００Ｓを利用することができるが、その各々で注入実行ヘッド１１０に適切な角度で
装着されているかを確認することができる。つまり、ＲＦＩＤチップ２３０は無線通信が
液体に阻害されるので、シリンダ部材２１０の薬液が充填されていない後端近傍に配置す
る必要がある。
【０１４５】
　しかし、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂでは、図５に示すように、シリンダ部材２
１０の後端のシリンダフランジ２１３が注入実行ヘッド１１０のフランジ保持機構１２０
で直接に保持されるので、ＲＦＩＤチップ２３０は金属製のフランジ保持機構１２０より
後方に位置することはできない。
【０１４６】
　このため、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂでは、フランジ保持機構１２０に保持さ
れた状態でＲＦＩＤチップ２３０が側方に位置すると、そのＲＦＩＤチップ２３０の無線
通信が金属製のフランジ保持機構１２０より阻害されることになる。しかし、本形態の最
大サイズの薬液シリンジ２００Ｂは、図５および図７に示すように、フランジ保持機構１
２０に適切に保持された状態でＲＦＩＤチップ２３０が上方か下方に位置するので、その
ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが良好に無線通信することができる。
【０１４７】
　特に、最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂでは、そのシリンダ部材２１０の外周面に巻
回されて装着されたＲＦＩＤチップ２３０は、極端には湾曲されていないので通信性能が
阻害されていない。そこで、フランジ保持機構１２０に保持された最大サイズの薬液シリ
ンジ２００ＢのＲＦＩＤチップ２３０より後方にリーダアンテナ１３１が位置しても、直
下に補助アンテナ１３２が位置することで良好な無線通信が可能である。
【０１４８】
　一方、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓでは、図１および図２に示すように、
シリンダアダプタ４００を介してフランジ保持機構１２０で保持されるので、ＲＦＩＤチ
ップ２３０が金属製のフランジ保持機構１２０より前方に位置することができない。その
ＲＦＩＤチップ２３０は極端に湾曲されて通信性能が阻害されているので、フランジ保持
機構１２０にシリンダアダプタ４００で保持された薬液シリンジ２００Ｓの上方に位置す
ると、ＲＦＩＤリーダ１３０と無線通信することができない。
【０１４９】
　しかし、本形態の薬液注入装置１００では、フランジ保持機構１２０より後方に左右一
対の共振アンテナ１３３が配置されており、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓは
フランジ保持機構１２０に適切に保持された状態でＲＦＩＤチップ２３０が側方に位置す
るので、そのＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが良好に無線通信すること
ができる。
【０１５０】
　なお、シリンダアダプタ４００には補助アンテナ１３２に重複する位置に妨害導体４２
０が配置されているので、フランジ保持機構１２０にシリンダアダプタ４００で保持され
た最大以外のサイズの薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０が下方に位置しても、
そのＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無用に無線通信することはない。
【０１５１】
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　本形態の薬液注入システム１０００では、リーダアンテナ１３１は、金属製のフランジ
保持機構１２０より後方に位置することになる最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓ
のＲＦＩＤチップ２３０と無線通信するため、共振アンテナ１３３とともにフランジ保持
機構１２０より後方に配置されている。
【０１５２】
　一方、最大サイズの薬液シリンジ２００ＢのＲＦＩＤチップ２３０はフランジ保持機構
１２０より前方に位置することになるが、そのフランジ保持機構１２０より前方には補助
アンテナ１３２が配置されているので、最大サイズの薬液シリンジ２００ＢのＲＦＩＤチ
ップ２３０もＲＦＩＤリーダ１３０と良好に無線通信することができる。
【０１５３】
　また、上述のように最大以外のサイズの薬液シリンジ２００ＳのＲＦＩＤチップ２３０
が側方に位置する状態でＲＦＩＤリーダ１３０と良好に無線通信するため、フランジ保持
機構１２０より後方に左右一対の共振アンテナ１３３が配置されているが、最大サイズの
薬液シリンジ２００ＢのＲＦＩＤチップ２３０は金属製のフランジ保持機構１２０より前
方に位置するので、側方に配置されてもＲＦＩＤリーダ１３０と無用に無線通信すること
はない。
【０１５４】
　なお、前述のようにＲＦＩＤリーダ／チップ１３０，２３０の無線通信は液体により阻
害されるが、図５に示すように、薬液シリンジ２００は、シリンダ部材２１０の後端部分
にピストン部材２２０の前端部分が配置されており、このピストン部材２２０の前端部分
と重複する位置でＲＦＩＤチップ２３０がシリンダ部材２１０の後端部分の外周面に装着
されている。
【０１５５】
　このため、本形態の薬液注入システム１０００では、シリンダ部材２１０に充填されて
いる薬液と重複する位置にＲＦＩＤチップ２３０が配置されることがないので、ＲＦＩＤ
チップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とは薬液により阻害されることなく良好に無線通信
できる。
【０１５６】
　なお、本発明者はリーダ／チップアンテナ１３１，２３３より短小な導体はＲＦＩＤチ
ップ／リーダ２３０，１３０の無線通信を阻害することなく良好に中継するが、リーダ／
チップアンテナ１３１，２３３と同等以上の導体はＲＦＩＤチップ／リーダ２３０，１３
０の無線通信を阻害することを確認した。
【０１５７】
　このため、補助アンテナ１３２はリーダ／チップアンテナ１３１，２３３より短小に形
成されており、最大サイズの薬液シリンジ２００ＢのＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリ
ーダ１３０との無線通信を良好に補助する。また、妨害導体４２０はリーダ／チップアン
テナ１３１，２３３と同等な全長に形成されており、最大以外のサイズの薬液シリンジ２
００ＳのＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０との無用な無線通信を良好に防止
する。
【０１５８】
　また、共振アンテナ１３３は、上下方向に連通する本体部分１３４と上端が後方に傾斜
した傾斜部分１３５とを有しているので、最大以外のサイズの薬液シリンジ２００ＳのＲ
ＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０との無線通信を良好に補助することができる
。しかも、左右一対の共振アンテナ１３３は、ＲＦＩＤリーダ／チップ１３０，２３０の
無線通信の略半波長の距離だけ離反しているので、ＲＦＩＤリーダ／チップ１３０，２３
０の通信信号を共振させて良好に増幅することができる。
【０１５９】
　さらに、本形態の薬液注入システム１０００では、ＲＦＩＤチップ２３０から無線受信
された各種データの少なくとも一部をデータ保持して液晶ディスプレイ１０４に表示出力
させるので、作業者は使用する薬液シリンジ２００などの各種データを簡単かつ確実に確
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認することができる。
【０１６０】
　また、本形態の薬液注入装置１００は、データ記憶している確認条件とＲＦＩＤチップ
２３０から無線受信された各種データとを照合し、必要により確認警告を報知出力する。
このため、例えば、その薬液注入装置１００で使用できない薬液シリンジ２００や、消費
期限を超過した薬液シリンジ２００などを使用しようとすると確認警告が報知出力される
ことになり、各種の医療ミスを良好に防止することができる。
【０１６１】
　特に、本形態の薬液注入装置１００では、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０
がデータ読取されると個体ごとの製造番号がデータ記憶され、新規にＲＦＩＤチップ２３
０から無線受信された製造番号がデータ記憶されていると確認警告が報知出力されるので
、一度使用されると廃棄される薬液シリンジ２００が何度も使用される医療ミスなどを簡
単かつ確実に防止することができる。
【０１６２】
　さらに、本形態の薬液注入システム１０００では、プレフィルドタイプの造影剤の薬液
シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に造影剤の注入速度を時間経過により変化させる
可変パターンがデータ記録されていると、薬液注入装置１００は、その可変パターンに対
応して造影剤の注入速度を経時的に変化させる。
【０１６３】
　従って、最適な造影度を良好に維持することができ、造影剤の注入容量を必要最小限と
して被験者の身体的な負担を低減することができる。それでいて、複雑な可変パターンを
薬液注入装置１００に事前にデータ登録しておく必要がなく、例えば、新規の造影剤に対
応した新規の可変パターンでも簡単に薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から薬
液注入装置１００にデータ入力することができる。
【０１６４】
　また、本形態の薬液注入装置１００は、薬液シリンジ２００のピストン部材２２０を押
圧する応力から薬液の注入圧力を検出し、その注入圧力が異常圧力となると確認警告を報
知出力するとともに注入動作を強制停止させるので、異常な圧力で薬液が注入される医療
ミスを防止することができる。
【０１６５】
　なお、上述のように薬液注入装置１００が薬液の圧力を検出するためには、薬液シリン
ジ２００のピストン部材２２０を押圧する応力だけではなく、シリンダ部材２１０の内径
や薬液の粘度などの各種データが必要となるが、このような各種データはＲＦＩＤチップ
２３０により薬液注入装置１００にデータ入力される。このため、本形態の薬液注入シス
テム１０００では、作業者が各種データを薬液注入装置１００に手動入力する煩雑な作業
を必要とすることなく、薬液シリンジ２００ごと薬液ごとの注入圧力を薬液注入装置１０
０が的確に検出することができる。
【０１６６】
　さらに、本形態の透視撮像システム１０００では、薬液注入装置１００の薬液注入とＣ
Ｔスキャナ３００の画像撮像とが自動的に連動するので、造影剤が的確なタイミングで注
入される被験者から透視画像を的確なタイミングで撮像することができる。
【０１６７】
　　［実施の形態の変形例］
　本発明は上記形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種の変形
を許容する。例えば、上記形態ではＲＦＩＤチップ２３０として“２．４５(GHz)”のマ
イクロ波で無線通信する製品を想定したが、“９００(MHz)”などのＵＨＦ波で無線通信
する製品もＲＦＩＤチップ２３０として利用可能である(図示せず)。
【０１６８】
　このようなＲＦＩＤチップやリーダアンテナは、細長形状ではなく正方形や正円などの
所定の平面形状に形成されている製品もあるので、その場合は、チップアンテナとリーダ
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アンテナとの長手方向ではなく面方向が略平行となるかで薬液シリンジの方向が検出され
る。
【０１６９】
　また、上記形態では薬液注入装置１００に最大サイズの薬液シリンジ２００Ｂを直接に
装填するとともに最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓをシリンダアダプタ４００で
装填するため、ＲＦＩＤチップ２３０が適切に保持された最大サイズの薬液シリンジ２０
０Ｂでは上方か下方に位置するとともに最大以外のサイズの薬液シリンジ２００Ｓでは左
方か右方に位置し、金属製のフランジ保持機構１２０の後方にリーダアンテナ１３１と共
振アンテナ１３３が位置するとともに前方に補助アンテナ１３２が位置することを例示し
た。
【０１７０】
　しかし、各種サイズの薬液シリンジの全部をシリンダアダプタで薬液注入装置に装填す
る薬液注入システム(図示せず)なども可能であり、その場合、全部の薬液シリンジのＲＦ
ＩＤチップを金属製のフランジ保持機構１２０の後方に位置させることが可能である。
【０１７１】
　この場合、フランジ保持機構１２０の前方に位置する補助アンテナ１３２とシリンダア
ダプタ４００の妨害導体４２０とを排除することができ(図示せず)、より簡単な構造でフ
ランジ保持機構１２０より後方で側方に位置するＲＦＩＤチップ２３０が共振アンテナ１
３３を介してＲＦＩＤリーダ１３０と無線通信することが可能である。
【０１７２】
　さらに、このような薬液注入装置では、左右一対の共振アンテナ１３３の一方をリーダ
アンテナ１３１と交換することも可能であり(図示せず)、この場合、より簡単な構造で確
実に、ＲＦＩＤチップ２３０とＲＦＩＤリーダ１３０とが無線通信することができる。
【０１７３】
　また、上記形態では共振アンテナ１３３の本体部分１３４と傾斜部分１３５とが下端で
連結されていることを例示したが、例えば、これらの本体部分１３４と傾斜部分１３５と
が上端で連結されていることも可能であり、分離されていることも可能である(ともに図
示せず)。
【０１７４】
　さらに、上記形態では左右一対の共振アンテナ１３３がＲＦＩＤリーダ／チップ１３０
，２３０の無線通信の略半波長の距離だけ離反していることを例示したが、例えば、左右
一対の共振アンテナ１３３がＲＦＩＤリーダ／チップ１３０，２３０の波長の略整数倍の
距離だけ離反していることも可能である(図示せず)。
【０１７５】
　また、上記形態では注入実行ヘッド１１０の１つの凹部１１４に薬液シリンジ２００が
１個のみ装着される薬液注入装置１００を例示したが、図１９に示すように、注入実行ヘ
ッド１６０の複数の凹部１１４に複数の薬液シリンジ２００が個々に装着される薬液注入
装置(図示せず)も可能である。
【０１７６】
　この場合、注入実行ヘッド１６０の複数の凹部１１４ごとにＲＦＩＤリーダ１３０を搭
載しておき、複数の薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から個々に記録データを
検出することが可能である。なお、ＲＦＩＤリーダ１３０は複数のＲＦＩＤチップ２３０
を時分割に検出することもできるので、例えば、ＲＦＩＤリーダ１３０の通信回路は１個
としておき、複数のリーダアンテナ１３１のみを複数の凹部１１４に個々に配置すること
も可能である。
【０１７７】
　また、上記形態ではＲＦＩＤチップ２３０からＲＦＩＤリーダ１３０により検出された
記録データが、注入実行ヘッド１１０とは別体の注入制御ユニット１０１の液晶ディスプ
レイ１０４に表示出力されることを例示した。しかし、図１９に示すように、注入実行ヘ
ッド１６０にディスプレイパネル１６１を搭載しておき、そこにＲＦＩＤチップ２３０の
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記録データを表示出力することも可能である。
【０１７８】
　この場合、注入実行ヘッド１６０に薬液シリンジ２００が適切に装着されると、直後に
注入実行ヘッド１６０のディスプレイパネル１６１に記録データが表示出力されるので、
薬液シリンジ２００が適切に装着されたかを迅速に確認することができ、表示データを直
感的に認識することができる。
【０１７９】
　また、上記形態では薬液シリンジ２００などの使用を一度に制限するため、使用される
薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から個体ごとの製造番号を薬液注入装置１０
０がＲＦＩＤリーダ１３０で無線受信してデータ記憶し、新規に無線受信された接続番号
がデータ記憶されていると確認警告を報知出力することを例示した。
【０１８０】
　しかし、薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０をデータ追記が可能な製品として
おき、薬液注入装置１００が、装填されて注入動作が実行された薬液シリンジ２００のＲ
ＦＩＤチップ２３０に使用済をデータ記録し、新規の薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチッ
プ２３０から使用済が無線受信されると確認警告を報知出力することも可能である。
【０１８１】
　この場合、薬液注入装置１００に膨大な製造番号をデータ保存しておく必要がないので
、そのＲＡＭ１４３のオーバーフローなどを防止することができ、無用に大容量なＲＡＭ
１４３などを搭載する必要もない。しかも、薬液注入装置１００の記憶データが不正にリ
セットされても、薬液シリンジ２００などの不正な繰り返し利用を防止することができる
。
【０１８２】
　さらに、上記形態では薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から薬液注入装置１
００に薬液注入の制御データなども無線受信され、その制御データに対応して薬液注入装
置１００が薬液注入を動作制御することのみを例示したが、薬液注入装置１００が薬液シ
リンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０から無線受信する制御データと、操作パネル１０３
などから入力操作される制御データと、の組み合わせに対応して薬液注入を動作制御する
ことも可能である。
【０１８３】
　例えば、前述のように薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に薬液注入の経時的
な可変パターンをデータ記録しておき、ＣＴスキャナ３００による撮像部位が操作パネル
１０３などで入力操作されると、その撮像部位に対応して可変パターンが調整されるよう
なことも可能である。
【０１８４】
　また、上記形態では注入動作を終了して薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０か
ら無線受信した製造番号をデータ登録した薬液注入装置１００が各種動作を終了すること
を想定したが、例えば、上述のように注入動作と製造番号のデータ登録とを完了した薬液
注入装置１００がＲＦＩＤリーダ１３０により薬液シリンジ２００の取り外しを検出する
と、ピストン駆動機構１１６を自動的に最後尾の初期位置まで後退させることも可能であ
る。
【０１８５】
　さらに、このように各種動作を完了してピストン駆動機構１１６を初期位置まで後退さ
せた薬液注入装置１００が、ＲＦＩＤリーダ１３０により新規の薬液シリンジ２００の装
着を検出すると、ピストン駆動機構１１６をピストン部材２１０を保持する準備位置まで
自動的に前進させることも可能である。これらの場合、薬液シリンジ２００を適切なタイ
ミングで薬液注入装置１００に着脱されることで、ピストン駆動機構１１６が自動的に適
切な位置に配置されるので、この配置に特別な操作が必要なく、より利便性を向上させる
ことができる。
【０１８６】
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　また、上記形態では薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に製造メーカが各種デ
ータを記録しておくことを想定したが、例えば、薬液シリンジ２００などを使用する病院
などの医療現場で薬液シリンジ２００のＲＦＩＤチップ２３０に各種データを記録するこ
とも可能である。
【０１８７】
　この場合、医療現場で薬液シリンジ２００に所望データを付与することができるので、
例えば、リフィルタイプの薬液シリンジ２００に所望の薬液を充填するとき、その薬液の
各種データをＲＦＩＤチップ２３０で記録するようなことが可能となる。このような場合
でも、例えば、前述のように薬液シリンジ２００の繰り返し利用を防止するための製造番
号などは、ＲＦＩＤチップ２３０に事前に固定的にデータ記録しておくことが好適である
。
【０１８８】
　さらに、上記形態では透視撮像装置としてＣＴスキャナ３００を使用し、薬液注入装置
１００がＣＴ用の造影剤を注入することを例示したが、例えば、透視撮像装置としてＭＲ
Ｉ装置やＰＥＴ装置などを使用し、それ用の造影剤を薬液注入装置が注入することも可能
である。
【０１８９】
　また、上記形態では薬液注入装置１００などの各部を具体的に説明したが、その各部も
各種に変更可能であり、例えば、ピストン駆動機構の駆動源がＤＣ(Direct　Current)モ
ータやＡＣ(Alternating Current)モータからなること、ディスプレイパネルが有機ＥＬ(
Electro-Luminescence)ディスプレイやプラズマディスプレイからなること、等も可能で
ある(図示せず)。
【０１９０】
　さらに、上記形態ではＲＡＭ１４３等に格納されているコンピュータプログラムに対応
してＣＰＵ１４１が動作することにより、薬液注入装置１００の各種機能として各種手段
が論理的に実現されることを例示した。しかし、このような各種手段の各々を固有のハー
ドウェアとして形成することも可能であり、一部をソフトウェアとしてＲＡＭ１４３等に
格納するとともに一部をハードウェアとして形成することも可能である。
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